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老老発０３ １６第４号通知 令和３年３月１６日

「科学的介護情報システム （ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ）関連加算に関する基本的考え方並びに
事務処理手順及び様式例の提示について」より

【LIFE関連加算】

必見！解釈通知

令和3年介護報酬改定

個別機能訓練加算Ⅱ編（通所・特定・特養）



• 通所介護、特定施設、特養における、個別機能訓練加算Ⅱの算定には、 L I F E
へのデータ提出が必要です

• フィードバックに基づく、P D C Aサイクルが必要です

• 提出頻度は、個別機能訓練計画書の作成、変更のたびごと

• 上記以外に3か月に 1回以上

ポイント



【前提】

個別機能訓練加算（Ⅰ） （通所系は（Ⅰ）イか（Ⅰ）ロのいずれか）を算定していな
いと、取れません！

１ 個別機能訓練加算（Ⅱ）



厚生労働省への情報の提出については、 「科学的介護情報システム（ L O N G -

T E R M  C A R E  I N F O R M A T I O N  S Y S T E M  F O R  E V I D E N C E ） 」 （以下

「 Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ 」という。 ）を用いて行うこととする。Ｌ Ｉ ＦＥへの提出情報、提出頻度等に

ついては、 「科学的介護情報システム（ Ｌ Ｉ Ｆ Ｅ ）関連加算に関する基本的考え方並

びに事務処理手順及び様式例の提示について」 （令和３年３月 1 6日老老発

0 3 1 6第4号厚生労働省老健局老人保健課長通知）を参照されたい。

サービスの質の向上を図るため、Ｌ Ｉ ＦＥへの提出情報及びフィードバック情報を

活用し、利用者の状態に応じた個別機能訓練計画の作成（P L A N ） 、当該計画に

基づく個別機能訓練の実施（D O ) 、当該実施内容の評価（C H E C K ） 、その評価

結果を踏まえた当該計画の見直し・改善（A C T I O N ）の一連のサイクル（ＰＤＣ

Ａサイクル）により、サービスの質の管理を行うこと。

提出された情報については、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持

向上に資するため、適宜活用されるものである。

② 個別機能訓練加算(Ⅱ)について



利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月 1 0  日までに提出すること。

ア 新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月

イ 個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月

ウ ア又はイのほか、少なくとも３月に１回

提出頻度



ア 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する
基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 （令和３年３月
1 6  日老振発0 3 1 6  第３号、老老発0 3 1 6  第２号）別紙様式３－３（個別機能訓
練計画書）にある「評価日」 、 「職種」 、 「ＡＤＬ 」 、 「 Ｉ ＡＤＬ 」及び「起居動作」並びに
別紙様式３にある「作成日」、 「前回作成日」、 「初回作成日」、 「障害高齢者の日常
生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、 「健康状態・経過（病名及び合
併疾患・コントロール状態にる。 ） 」 、 「個別機能訓練の目標」及び「個別機能訓練項
目（プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。 ） 」の各項目に係る情報をすべ
て提出すること。

イ 提出情報は、以下の時点における情報とすること。

・ ⑴ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報

・ ⑴ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報

※原文のママ

提出情報



別紙様式３－２ （生活機能チェックシート ）

• 「評価日」

• 「職種 」

• 「 ＡＤ Ｌ 」

• 「 Ｉ ＡＤ Ｌ 」

• 「起居動作」

別紙様式３ー３ （個別機能訓練計画書）

• 「作成日」

• 「前回作成日」

• 「初回作成日」

• 「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」

• 「健康状態・経過（病名及び合併疾患・コントロール状態にる。 ） 」

• 「個別機能訓練の目標」

• 「個別機能訓練項目（プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。 ） 」

提出情報（下記と思われます）





• 基本的な理解としては、各計画書の見直しに関して、フィードバックを組み込
むことを行うというもの

• フィードバックのタイミングが現状で不明であるので、フィードバックが来た
ら、情報共有とカンファレンスを行う仕組みを作っておく→マニュアル化して
おき、記録をとっておくとよい

• フィードバックに必ず従わなければいけないというものではない

• ただし、フィードバックを参考にしたうえ検討し、計画の継続をするならば、
その旨の記録を残しておくべきである

フィードバックに基づくPDCA



• 個別機能訓練加算Ⅱの算定には、 L I F Eへのデータ提出が必要です

• フィードバックに基づく、P D C Aサイクルが必要です

• 提出頻度は、個別機能訓練計画書の作成、変更のたびごと

• 上記以外に3か月に 1回以上

まとめ


